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２子ども見守り相談センターを開設

中とじ 東大阪市議会だより

４・５新型コロナウイルス感染症 休業要
請支援金や傷病手当金を支給など

８～６お知らせコーナー
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新型コロナウイルス感染症の市内発生状況や市民・事業者向けの支援制度、感染拡大防止のため閉館している市施設、

中止・延期されるイベントなどの情報を市ウェブサイトに掲載しています。内容は随時更新されるため、最新の情報に

ついては、市ウェブサイトでご確認ください（右のコードからアクセス可）。

������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
市
長
、
副
市
長

な
ど
の
特
別
職
の
給
料
な

ど
の
一
部
減
額
や
、
議
員

報
酬
な
ど
を
一
部
減
額
す

る
た
め
の
条
例
改
正
な
ど

も
全
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

緊
急
事
態
宣
言
延
長

に
伴
う
学
校
園
の
対

応
な
ど

国
の
緊
急
事
態
宣
言
の

延
長
決
定
に
伴
い
、
市
で

は
、
市
立
小
・
中
学
校
、

義
務
教
育
学
校
、
高
校
、

幼
稚
園
（
認
定
こ
ど
も
園

の
１
号
認
定
児
を
含
む
）

の
臨
時
休
校
（
園
）
を
、

５
月
３１
日
ま
で
延
長
す
る

こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
認
定
こ
ど
も
園

・
保
育
園
（
２
・
３
号
認

定
）
の
登
園
自
粛
や
１
号

認
定
児
の
休
園
に
つ
い
て

も
、
５
月
３１
日
ま
で
延
長

し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、５
月
１０
日
ま
で

と
し
て
い
た
市
主
催
・
共

催
の
イ
ベ
ン
ト
や
集
会
な

ど
の
中
止
・
延
期
を
５
月

３１
日
ま
で
、
市
関
連
施
設

の
休
館
に
つ
い
て
も
、５
月

３１
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と

を
決
定
し
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、公
園
や
図
書
館
な
ど

に
つ
い
て
は
、国
や
府
の
動

向
に
よ
り
休
館
期
間
を
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

最
新
の
情
報
な
ど
詳
し

く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�問
▽
学
校
園
の
休
校

（
園
）に
つ
い
て
�
学
校
教

育
推
進
室

０
６（
４
３
０

９
）
３
２
６
８
〜
３
２
７

０
、�
０
６（
４
３
０
９
）３

８
３
８

▽
認
定
こ
ど
も

園
・
保
育
園
の
登
園
自
粛

に
つ
い
て
�
子
ど
も
す
こ

や
か
部
施
設
指
導
課

０

６（
４
３
０
９
）３
２
０
１
、

�
０
６（
４
３
０
９
）３
８

１
７

▽
イ
ベ
ン
ト
や
市

関
連
施
設
な
ど
に
つ
い
て

�
各
担
当
課
、
各
施
設
へ

水
道
の
基
本
料
金

を
減
額

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
経
済
的
に
甚
大

な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い

る
状
況
を
踏
ま
え
、
市
民

生
活
と
経
済
活
動
を
支
援

す
る
た
め
、
水
道
の
基
本

料
金
を
４
か
月
間
５
割
減

額
と
し
ま
す
。
な
お
、
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

�対
全
て
の
給
水
契
約
者

減
額
期
間

４
か
月
間

（
偶
数
月
検
針
地
区
は
６
月

検
針
分
か
ら
、奇
数
月
検
針

地
区
は
７
月
検
針
分
か
ら
）

�問
上
下
水
道
局
お
客
様

サ
ー
ビ
ス
課

０
６
（
６

７
２
４
）１
２
２
１
、�
０

６（
６
７
２
１
）２
３
７
４

特
別
定
額
給
付
金

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
は

５
月
８
日
か
ら

市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防

止
措
置
な
ど
の
影
響
を
受

け
る
市
民
生
活
や
経
済
活

動
の
支
援
施
策
で
あ
る
特

別
定
額
給
付
金
事
業
の
ほ

か
、
市
で
新
た
に
実
施
し

て
い
く
事
業
に
対
応
す
る

た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
室

を
設
置
し
ま
し
た
。

特
別
定
額
給
付
金
に
つ

い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
を
５
月
８
日
か
ら
開

始
し
て
い
ま
す
。
申
請
書

に
よ
る
申
請
は
、
５
月
下

旬
に
申
請
書
を
送
付
予
定

で
給
付
は
６
月
上
旬
か
ら

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
申

請
書
に
よ
る
申
請
方
法
な

ど
詳
し
く
は
６
月
１
日
号

市
政
だ
よ
り
に
掲
載
し
ま

す
。
ま
た
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト（
左
下
の
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
）

に
お
い
て
も

掲
載
す
る
予

定
で
す
。

�問
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
事
業
室

０
６
（
４
３
０
９
）
３
０

０
７
、�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
１
５

臨
時
会
で

補
正
予
算
な
ど
可
決

５
月
１
日
、
令
和
２
年

第
１
回
臨
時
会
が
開
会
さ

れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
へ
の
対
応
な
ど

を
盛
り
込
ん
だ
補
正
予
算

な
ど
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算
に
は
、
特
別

定
額
給
付
金
や
大
阪
府
と

共
同
で
実
施
す
る
休
業
要

請
支
援
金
に
か
か
る
費
用

な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
独
自
の
事
業

と
し
て
、
大
阪
府
の
図
書

カ
ー
ド
配
布
事
業
の
対
象

外
と
な
る
０
歳
〜
２
歳
の

子
ど
も
や
３
歳
〜
５
歳
の

在
宅
児
、
府
外
の
学
校
へ

通
う
子
ど
も
な
ど
を
対
象

と
し
た
２
０
０
０
円
の
図

書
カ
ー
ド
配
布
事
業
や
、外

出
自
粛
中
の
家
庭
や
影
響

を
受
け
る
市
内
飲
食
店
を

支
援
す
る
た
め
外
食
デ
リ

バ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

と
連
携
し
た
支
援
事
業
な

ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。事

業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、決

定
次
第
、市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

感染が疑われる場合は、まずは新型コロナ受診相談センタ

ーにご相談ください。

専用電話 ０７２（９６３）９３９３、�０７２（９６０）３８０９ ※専用電

話は土・日曜日、祝休日を含めた終日つながりますが、�は
月曜日～金曜日９時～１７時３０分の回答となります。午前中・夕

方に電話が集中し、つながりにくい状況があります。昼～夕方

の時間が比較的つながりやすい時間帯となっています。

一般的なお問合せ

相談窓口を設置しています

東保健センター ０７２（９８２）２６０３、�０７２（９８６）２１３５
中保健センター ０７２（９６５）６４１１、�０７２（９６６）６５２７
西保健センター ０６（６７８８）００８５、�０６（６７８８）２９１６
受付時間 ９時～１７時３０分（月曜日～金曜日。祝休日を除く）

専用電話 ０６（６９４４）８１９７、�０６（６９４４）７５７９
受付時間 ９時～１８時 ※土・日曜日、祝休日も対応。

専用電話 ０１２０（５６５６５３） ※フリーダイヤル。

受付時間 ９時～２１時 ※土・日曜日、祝休日も対応。

大阪府電話相談窓口

厚生労働省電話相談窓口

東大阪市電話相談窓口

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
が
続
い
て
お
り
、
緊
急
事
態
宣
言

が
５
月
３１
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

東
大
阪
市
に
お
い
て
も
日
々
感
染
者

が
発
生
し
て
お
り
、
累
計
感
染
者
数

は
８０
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
引
き
続

せ
き

き
、
手
洗
い
・
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
な
ど

の
徹
底
や
、
生
活
の
維
持
に
必
要
な

場
合
を
除
き
、
外
出
の
自
粛
を
お
願

い
し
ま
す
。（
関
連
４
・
５
面
）。

外
出
の
自
粛
な
ど

感
染
拡
大
防
止
に
協
力
を

緊急事態宣言
５/３１まで延長

新型コロナ受診相談センター

特殊詐欺対策 「だまされへん そんなあなたが 狙われる」 ―東大阪市治安対策本部―

記
号
の
見
方
は
６
面
に
掲
載

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027270.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/
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４
月
２０
日
、
子
ど
も
見

守
り
相
談
セ
ン
タ
ー
（
子

ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
）

を
市
役
所
本
庁
舎
７
階
に

開
設
し
ま
し
た（
写
真
）。

子
ど
も
見
守
り
相
談
セ

ン
タ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
の

東
・
中
・
西
福
祉
事
務
所

の
家
庭
児
童
相
談
室
の
機

能
を
集
約
し
、
社
会
福
祉

士
や
保
健
師
な
ど
多
様
な

専
門
職
に
よ
る
相
談
支
援

体
制
を
構
築
し
ま
す
。

子
ど
も
見
守
り
相
談
セ

ン
タ
ー
で
は
、
０
歳
以
上

１８
歳
未
満
の
子
ど
も
と
そ

の
家
庭
お
よ
び
妊
産
婦
な

ど
を
対
象
と
し
て
、
子
ど

も
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
に
応
じ
、
地
域
の
関

係
機
関
と
連
携
し
切
れ
目

の
な
い
支
援
を
行
い
ま
す
。

虐
待
の
相
談
・

通
告
も

子
ど
も
見
守
り
相
談
セ

ン
タ
ー
で
は
、
子
ど
も
の

虐
待
の
相
談
・
通
告
窓
口

の
役
割
も
担
い
ま
す
。
子

昨
年
１０
月
〜
今
年
３

月
に
使
っ
た
市
長
交
際

費
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。項

目
・
金
額
・
件
数

▽
会
費
な
ど
�
２５
万
８

５
０
０
円
（
３３
件
）

▽
敬
弔
費
�
１３
万
５
０

０
円
（
１１
件
）

▽
賛

助
金
な
ど
�
２
万
２
０

０
０
円
（
１
件
）

※
市
役
所
本
庁
舎
１

階
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

閲
覧
時
間
は
月
曜
日
〜

金
曜
日
９
時
〜
１７
時
３０

分
（
祝
休
日
を
除
く
）

で
す
。

�問
秘
書
課

０
６（
４

３
０
９
）
３
１
０
０
、

�
０
６
（
４
３
０
９
）

３
８
４
７
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健
や
か
な
成
長
の
た
め
に

子
ど
も
見
守
り
相
談
セ
ン
タ
ー
を
開
設

市役所
本庁舎
７階

市長交際費を

公開しています

もしもの転倒に備えて

高齢者の自転車用ヘルメット

購入費を助成

高
齢
者
を
対
象
に
、
自

転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購

入
費
を
補
助
し
ま
す
。

ヘ
ル
メ
ッ
ト
は
転
倒
し

た
と
き
に
頭
部
を
保
護
し

ま
す
。
命
を
守
る
ヘ
ル
メ

ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

�対
市
内
在
住
・
在
勤（
い

ず
れ
か
）の
６５
歳
以
上
の
方

対
象
ヘ
ル
メ
ッ
ト

Ｓ

Ｇ
マ
ー
ク
・
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー

ク
な
ど
安
全
性
の
認
証
を

受
け
た
自
転
車

用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

※
購
入
日
が
４

月
１
日
以
降
で

購
入
日
か
ら
６

か
月
を
経
過
し

て
い
な
い
も

の
。
中
古
品
ま

た
は
転
売
品
を
除
く
。

補
助
額

購
入
金
額
の

２
分
の
１
（
上
限
２
０
０

０
円
。１
０
０
円
未
満
切
り

捨
て
。１
人
１
個
に
限
る
）

�申
本
人
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
、健
康
保
険
証
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド�
個

人
番
号
カ
ー
ド
�、運
転
経

歴
証
明
書
な
ど
）、領
収
書

（
購
入
者
氏
名
・
金
額
・

購
入
日
・
商
品
名
が
記
入

さ
れ
て
い
る
も
の
）、Ｓ
Ｇ

マ
ー
ク
・
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー
ク

な
ど
が
貼
付
さ
れ
て
い
る

箇
所
の
写
真
（
購
入
し
た

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
持
参
し
た

場
合
は
不
要
）、
印
鑑
、
市

外
在
住
の
方
は
市
内
の
会

社
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
も
の
（
社
員
証

な
ど
）
を
９
時
〜
１６
時
３０

分
に
直
接

�申
�問
▽
（
一
社
）
布
施

交
通
安
全
自
動
車
協
会

０
６
（
６
７
２
５
）
２
３

１
１
、
�
０
６
（
６
７
２

５
）
２
３
１
４

▽
河
内

交
通
安
全
自
動
車
協
会

０
７
２
（
９
６
１
）
６
０

８
５
、
�
０
７
２
（
９
６

１
）
２
９
８
８

▽
（
一

社
）
枚
岡
交
通
安
全
自
動

車
協
会

０
７
２
（
９
８

１
）
２
１
８
２
、
�
０
７

２
（
９
８
７
）
３
３
７
６

�問
安
全
調
整
課

０
６

（
４
３
０
９
）３
２
２
３
、

�
０
６（
４
３
０
９
）３
８

３
６

ど
も
の
虐
待
に
関
す
る
相

談
・
通
告
に
対
し
て
は
、

早
期
に
対
応
し
必
要
な
支

援
を
行
う
と
と
も
に
、
虐

待
の
発
生
予
防
・
未
然
防

止
に
関
す
る
取
組
み
に
努

め
ま
す
。

子
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
・
発
達
に
関
す
る
悩
み

や
子
育
て
に
関
す
る
し
つ

け
や
体
罰
な
ど
に
つ
い
て

も
相
談
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
見
守
り
相
談
セ

ン
タ
ー
の
開
設
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
家
庭
児
童
相
談

室
で
対
応
し
て
い
た
相
談

業
務
に
つ
い
て
は
、
子
ど

も
見
守
り
相
談
セ
ン
タ
ー

の
子
ど
も
相
談
課
が
引
き

続
き
対
応
し
ま
す
。

理
解
と
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◇

◇

�問
子
ど
も
見
守
り
相
談

セ
ン
タ
ー
子
ど
も
相
談
課

０
６
（
４
３
０
９
）
３
１

９
７
、
�
０
６
（
４
３
０

９
）
３
８
１
８

市
上
下
水
道
局
の
行
財

政
改
革
に
関
す
る
計
画「
行

財
政
改
革
プ
ラ
ン
〜
上
下

水
道
事
業
編
（
令
和
２
年

度
〜
令
和
６
年
度
）」の
案

に
対
す
る
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

計
画
案
は
５
月
１５
日
�

か
ら
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）
お
よ
び
上

下
水
道
局
経
営
企
画
室
・

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
政

情
報
相
談
課
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。

�対
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学（
い
ず
れ
か
）の
方
、

市
内
に
事
業
所
が
あ
る
事

業
者
・
法
人
・
そ
の
他
団

体
提
出
方
法

意
見
書
に

意
見
と
住
所
、
氏
名
（
団

体
は
団
体
名
、
所
在
地
、

代
表
者
名
）、電
話
番
号
を

書
い
て
６
月
１５
日
�
（
必

着
）
ま
で
に
郵
送
（
フ
ァ

ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
、
直
接

も
可
）

※
来
庁
に
よ
る

閲
覧
・
提
出
は
土
・
日
曜

日
、
祝
休
日
を
除
く
９
時

〜
１７
時
３０
分
。
意
見
書
の

書
式
は
問
い
ま
せ
ん
が
、

閲
覧
場
所
に
ひ
な
形
を
用

意
し
て
い
ま
す
。

提
出
先
・
�問
〒
５７８
―

０
９

４
４
若
江
西
新
町
１
―

６
―

６

上
下
水
道
局
経
営
企

画
室

０
６（
６
７
２
４
）

１
２
２
１
、
�
０
６
（
６

７
２
１
）
２
３
７
４
、
�

s
u
id
o
k
eiei@

city
.h

ig
a
s
h
io
s
a
k
a
.lg
.jp

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

意
見
を
募
集
し
ま
す

上
下
水
道
局

行
財
政
改
革
プ
ラ
ン

市
立
東
大
阪
医
療
セ

ン
タ
ー
で
働
く
助
産
師

・
看
護
師
を
募
集
し
ま

す
。
応
募
資
格
や
採
用

時
期
な
ど
は
表
の
と
お

り
で
す
。
日
本
国
籍
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
受

験
で
き
ま
す
。
な
お
、

同
一
年
度
内
の
受
験
は

一
度
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

選
考
日

６
月
２８
日

�

選
考
方
法

個
別

面
接

合
格
発
表

７

月
３
日
�
（
予
定
）

�申
申
込
書
と
必
要
書
類

を
６
月
１９
日
�（
必
着
）

ま
で
に
郵
送
ま
た
は
直

接

※
要
項
や
申
込
書

は
市
立
東
大
阪
医
療
セ

ン
タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

同
セ
ン
タ
ー
看
護
局
・

事
務
局
、
市
役
所
本
庁

舎
１
階
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
で
も
交
付
。

�申
〒
５７８
―

８
５
８
８
西

岩
田
３
―

４
―

５

（
地

独
）
市
立
東
大
阪
医
療

セ
ン
タ
ー
事
務
局
総
務

課

０
６（
６
７
８
１
）

５
１
０
１
、�
０
６（
６

７
８
１
）
２
１
９
４

【
ナ
ー
ス
サ
ポ
ー
タ

ー
募
集
】

�内
看
護
補
助
業
務

※
週
１
回
以
上
・
１
日
３

時
間
勤
務
も
可
。詳
し
く

は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募

集
】�内

入
院
案
内
、
外
来

受
診
の
手
伝
い
、
庭
園

の
手
入
れ
、
縫
製
な
ど

活
動
時
間

月
曜
日
〜

金
曜
日
週
１
回
以
上
・

１
日
３
時
間
以
上

◇

◇

�問（
地
独
）市
立
東
大

阪
医
療
セ
ン
タ
ー
看
護

局
看
護
管
理
室

０
６

（
６
７
８
１
）５
１
０
１
、

�
０
６
（
６
７
８
１
）

２
２
７
１

※次回の採用選考日は７月１９日�です。

あわせて
７０人程度

来年４月

採用日において
６０歳未満の方それぞれの免許を来年３月

取得見込みの夜勤可能な方
助産師・
看護師Ｂ

あわせて
２０人程度

８月以降
（相談可）

それぞれの免許をすでに取
得している夜勤可能な方

助産師・
看護師Ａ

採用人数
（予定）

採用時期
（予定）年 齢応募資格区分

募 集

市
立
東
大
阪

医
療
セ
ン
タ
ー

助
産
師
・
看
護
師
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東 大 阪 市 政 だ よ り （２）令和２年５月１５日

mailto:suidokeiei@city.higashiosaka.lg.jp


５・６月は
不正大麻・けし撲滅運動期間

大麻は、都道府県知事の免許を受

けた大麻取扱者でなければ栽培する

ことができません。また、けしには

植えてよいけし（ひなげし、おにげ

し、アイスランドポピーなど）と植

えてはいけないけし（ソムニフェル

ム種、セティゲルム種など）があり

ます。これらのけしは、観賞用とし

ても栽培することはできません。不

正栽培や自生している大麻・けしを

見つけたときは、すぐに連絡してく

ださい。

�問環境薬務課 ０７２（９６０）３８０４、

�０７２（９６０）３８０７

肺がん・結核エックス線検診

�時�所�６月２日
�９時１０分から・
１０時から�西保健
センター �３日
�９時２０分から・
１０時１０分から�中
保健センター �対
�肺がん検診�市
内在住の４０歳以上の方 �結核検診
�市内在住の６５歳以上の方 �定各２０
人（申込先着順） �申電話で
�申�問中・西保健センター

かかりつけ薬剤師・薬局を
もちましょう

処方箋をもらったときに調剤して

もらう薬局を決めておくと、あなた

の体質や今までに服用した薬のこと

などを記録し、薬の量や飲みあわせ

を確認して調剤してもらうことがで

きます。また、複数の医療機関にか

かっている場合、それぞれの処方箋

に同じ名前の薬がなくても、よく似

た作用や全く同じ成分のものが処方

されていることがあります。お薬手

帳を持参し、確認してもらうことで、

これらによる副作用を防ぐことがで

きます。

かかりつけ薬剤師・薬局があれば、

薬局でもらう薬のことだけでなく、

市販薬や健康食品についての相談も

できますので、自宅の近くなど身近

なところで信頼できるかかりつけ薬

剤師・薬局をもちましょう。

�問環境薬務課 ０７２（９６０）３８０４、

�０７２（９６０）３８０７

６月から、乳がん検診の視触診が

なくなり、問診とマンモグラフィ検

査のみとなります。また、これまで

は、令和２年４月１日現在、４０歳以

上の偶数年齢の方が、２年に１回受

けることができましたが、６月から

対象を拡大し、前年度未受診の方に

限り、令和２年４月１日現在、奇数

年齢の方も受診できるようになりま

す。この機会にぜひ受診しましょう。

なお、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、各種がん検診を中止

する場合があります。実施機関に問

合せのうえ、ご利用ください。

また、乳がん検診をはじめとする

各種がん検診について、詳しくは市

ウェブサイトでご確認ください。

�問健康づくり課

視触診の廃止・対象の拡大

エイズ（後天性免疫不全症候群）

は、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）

の感染により免疫機能が破壊されて

起こるさまざまな病気です。一人ひ

とりが「HIV」や「エイズ」につい

て学び、感染予防の行動をとり、検

査を受けることで感染拡大を防ぐこ

とができます。

【HIV・エイズの流行は終わってい
ません】
新規HIV感染者数は、前年より減

少傾向にありますが、依然として予

断を許さない状況です。感染に気づ

かず生活を送ることで、二次感染に

よる感染者の潜在的増加が懸念され

ています。感染していても自覚症状

はほとんどなく、感染しているかど

うかを確認する方法は検査しかあり

ません。感染を早期に発見し、治療

を受けることでエイズの発症を抑え

ることができます。まず検査を受け

ましょう。

【夜間即日エイズ抗原抗体検査】
匿名・無料で検査でき、その日に

結果がわかります。 �時６月２日�

１８時～１９時３０分 �所中保健センター
�定３０人（申込先着順） �申母子保健
・感染症課へ電話で ※希望者には

同時に梅毒検査、クラミジア検査も

実施（結果は１週間後、中保健セン

ターで返却）。クラミジア検査は尿検

査です。検査前１時間は排尿を控え

てください。

【専門相談】
保健センターでは、エイズ抗原抗

体検査、梅毒検査、クラミジア検査

を実施しています。いずれも匿名・

無料で検査できます（結果は１週間

後、保健センターで返却）。日程はお

問合せください。 �申各保健センタ
ーへ電話で

◇ ◇

※新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止のため、夜間即日エイズ

抗原抗体検査と専門相談は予約制（匿

名可）で実施します。なお、検査に

ついての証明書の発行はありません。

�申�問�母子保健・感染症課 ０７２

（９６０）３８０５、�０７２（９６０）３８０９ �
東・中・西保健センター

あなた自身のために
まず検査を受けましょう
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手の甲を伸ばすようにこすります。

●�

指先・爪の間を念入りにこすります。

●�

指の間を洗います。

●�

親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れずに洗います。

●�

ドアノブや電車のつり革などさまざまなものに触れることで、手にウイルスが付着して

いる可能性があります。帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手を洗いましょう。ま

た、感染症の予防には、アルコール消毒や石けんによる手洗いが有効です。

手洗い

せき

咳エチケット

・マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

・ティッシュやハンカ
チで口・鼻を覆う

・服の袖で口・鼻を覆う

・何もせずに咳や
くしゃみをする
・咳やくしゃみを
手で抑える

流水でよく手をぬらしたあと、石けん
をつけ、手のひらをよくこすります。

●�

正しい手の洗い方

石けんで洗い終わったら、充分に水で洗い流し（３０秒程度）、清潔なタオルやペーパータオルでよ
くふき取って乾かしましょう。

●� ×良くない事例
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感染 �症対策の徹底を
新型コロナウイルス

HHHHHHHHHHIIIIIIIIIIVVVVVVVVVV感感感感感感感感感感染染染染染染染染染染HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染を確認できるのは検査だけ

６月から乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳ががががががががががんんんんんんんんんん検検検検検検検検検検診診診診診診診診診診乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳ががががががががががががががががががががんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診が変わります

医 歯科医歯科医 薬局薬局を
もちましょう

医 歯科医 薬局

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（３） 令和２年５月１５日
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国民１人当たり１０万円を給付する「特別定額給

付金」について、給付を装った詐欺メールが送ら

れています。被害に遭わないためにも、このよう

なメールが来ても返信などせず無視してください。

特別定額給付金に関して、市区町村や総務省な

どがATM（現金自動預払機）の操作をお願いした

り、給付のために手数料の振込みを求めたりする

ことは絶対にありません。このようなメールや電

話などがあれば、警察署へ１１０番通報または警察相

談専用電話（＃９１１０）に連絡してください。

また、新型コロナウイルスに便乗した詐欺やデ

マが広がっています。不審なメールや電話・訪問

があれば対応せず、不安に感じたら警察や家族に

相談してください。

�問危機管理室 ０６（４３０９）３１３０、�０６（４３０９）
３８５８

最近市内では、身に覚えのないマスクなどの商品の送り付けが発生

しています。

事例 封筒に入った使い捨てマスク３０枚が宅配便で届いた。家族も

全く心当たりがない。請求書は入っていないが、どうすればいいか。

解説 マスクや消毒液など、身に覚えのない商品の送り付けに関す

る相談が増えています。事前に連絡なく一方的に送り付けられたので

あれば、売買契約は成立していませんので、お金を支払ってはいけま

せん。事業者に連絡する必要もありません。

商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま１４日間を

経過したときは、商品を自由に処分して構いません。また、その後の

事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。

また、新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には、

耳を貸さないようにしましょう。

もしトラブルに遭ってしまったり、勧誘を受けて不安に思ったりし

たら、ご相談ください。

�問消費生活センター ０７２（９６５）０１０２、�０７２（９６２）９３８５

例
年
６
月
に
実
施
し

て
い
る
市
職
員
採
用
試

験
に
つ
い
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、

今
年
度
は
試
験
の
実
施

を
延
期
し
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
例
年
５

月
に
実
施
し
て
い
る
採

用
試
験
説
明
会
に
つ
い

て
も
、
実
施
を
延
期
し

ま
す
。

採
用
試
験
・
採
用
試

験
説
明
会
と
も
に
今
後

の
実
施
予
定
に
つ
い
て

は
現
在
未
定
で
す
。
詳

細
が
決
ま
り
次
第
、
市

政
だ
よ
り
・
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

採
用
試
験
に
向
け
て

準
備
を
さ
れ
て
い
た
受

験
者
の
皆
さ
ん
に
は
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
理
解
の
ほ
ど
お
願

い
し
ま
す
。

�問
人
事
課

０
６（
４

３
０
９
）
３
１
１
６
、

�
０
６
（
４
３
０
９
）

３
８
１
９

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴

い
、
休
業
要
請
支
援
金
の
支
給
が
行
わ
れ
ま

す
。
ま
た
傷
病
手
当
金
の
支
給
や
、
行
政
手

続
き
な
ど
の
変
更
も
あ
り
ま
す
。
最
新
の
情

報
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
で
き
る
限
り
、
市
役
所
へ
の
相
談

は
電
話
で
、
手
続
き
は
郵
送
で
お
願
い
し
ま

す
。
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

������
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������
������

支
給
し
ま
す

（
府
・
市
町
村
共
同
支
援
金
）

休
業
要
請
支
援
金

大
阪
府
か
ら
施
設
の
使

用
制
限
に
よ
る
休
業
の
協

力
要
請
な
ど
を
受
け
、
特

に
深
刻
な
影
響
を
被
っ
て

い
る
中
小
企
業
・
個
人
事

業
主
を
対
象
に
、
家
賃
な

ど
の
固
定
費
を
支
援
し
、

将
来
に
向
け
て
、
事
業
継

続
を
下
支
え
す
る
「
休
業

要
請
支
援
金
（
府
・
市
町

村
共
同
支
援
金
）」を
支
給

し
ま
す
。
支
給
を
受
け
る

に
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

審
査
の
う
え
、
適
正
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
支
援
金

を
支
給
し
ま
す
。

※
中

小
企
業
・
個
人
事
業
主
と

は
、中
小
企
業
基
本
法（
昭

和
３８
年
法
律
第
１
５
４
条
）

第
２
条
に
規
定
す
る
会
社

お
よ
び
個
人
で
す
。
た
だ

し
、
大
企
業
が
実
質
的
に

経
営
に
参
画
し
て
い
る
企

業
（
い
わ
ゆ
る
「
み
な
し

大
企
業
」）
を
除
く
。

�対
令
和
２
年
３
月
３１
日

以
前
に
開
業
し
、
営
業
実

態
の
あ
る
中
小
企
業
・
個

人
事
業
主
で
、
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
方

▽
府

内
に
主
た
る
事
業
所
が
あ

る
（
中
小
企
業
�
本
社
が

府
内
に
あ
る
、
個
人
事
業

主
�
事
業
所
が
府
内
に
あ

る
）

▽
府
の
施
設
の
使
用

制
限
の
要
請
な
ど
を
受
け
、

令
和
２
年
４
月
２１
日
〜
５

月
６
日
の
全
て
の
期
間
に

お
い
て
、
支
援
金
の
対
象

と
な
る
施
設
を
全
面
的
に

休
業
す
る
当
該
施
設
の
運

営
事
業
者
で
あ
る
（
食
事

提
供
施
設
の
運
営
事
業
者

は
、
営
業
時
間
を
５
時
〜

２０
時
の
間
へ
と
短
縮
す
る

な
ど
の
協
力
を
行
っ
た
場

合
の
み
）

▽
今
年
４
月
の

売
上
が
前
年
同
月
対
比
で

５０
％
以
上
減
少
し
て
い
る

※
詳
し
く
は
府
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
（
下
の

コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
）。

支
給
額

▽
中
小
企
業
�
１
０
０
万

円

▽
個
人
事
業
主
�
５０

万
円

※
い
ず
れ
も
大
阪

府
と
市
町
村
で
２
分
の
１

ず
つ
負
担
。
支
援
金
の
支

給
は
１
事
業
者
に
つ
き
１

度
に
限
る
。

�申
５
月
３１
日

�（
消
印
有
効
）ま
で
に
ウ

ェ
ブ
受
付
（
府
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
）
完
了
後
、
必
要
書

類
を
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
で
郵

送

※
募
集
要
項
や
申
請

����������������������������������������������������

新型コロ
ナウイル
ス関連

休
業
要
請
支
援
金
や
傷
病
手
当
金

を
支
給
な
ど

市
職
員
採
用
試
験

実
施
を
延
期
し
ま
す

書
な
ど
は
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

申
込
方
法
や
注
意
事
項
な

ど
、
詳
し
く
は
府
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�申
〒
５４０
―

０
０
２
９
大
阪

市
中
央
区
本
町
橋
２
―

５

マ
イ
ド
ー
ム
お
お
さ
か
内

休
業
要
請
支
援
金
申
請
事

務
局�問

▽
休
業
要
請
支
援
金

相
談
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

０
６
（
６
２
１
０
）
９
５

２
５
、
�
０
６
（
６
２
１

０
）
９
５
０
４
（
９
時
〜

１９
時�
５
月
１１
日
ま
で
�、

１０
時
〜
１７
時�
日
曜
日
を
除

く
。
５
月
１２
日
以
降
�）

▽
産
業
総
務
課

０
６（
４

３
０
９
）３
１
７
４
、�
０

６（
４
３
０
９
）３
８
４
６
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支
給
し
ま
す

傷
病
手
当
金

市
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
府
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
が
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

感
染
し
た
場
合
ま
た
は
発

熱
な
ど
の
症
状
が
あ
り
感

染
が
疑
わ
れ
た
場
合
に
、

そ
の
療
養
の
た
め
労
務
に

服
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

給
与
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
期
間
（
一
定
の
要

件
を
満
た
し
た
場
合
に
限

る
）、傷
病
手
当
金
を
支
給

し
ま
す
。
支
給
を
受
け
る

に
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、

必
ず
事
前
に
電
話
で
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

�対
市
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
・
府
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
被
保
険
者
で
あ

る
被
用
者
（
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
者
に
限

る
）
で
、
療
養
の
た
め
労

務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方

支
給
期
間

労

務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

し
て
３
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
期
間

支
給

額

直
近
の
継
続
し
た
３

か
月
間
の
給
与
収
入
の
合

計
額
を
就
労
日
数
で
除
し

た
金
額
×
３
分
の
２
×
日

数

適
用
期
間

１
月
１

日
〜
９
月
３０
日
の
間
で
療

養
の
た
め
労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
期
間（
た

だ
し
、入
院
が
継
続
す
る
場

合
な
ど
は
最
長
１
年
６
か

月
ま
で
）

�問
医
療
保
険
室
資
格
給

付
課

０
６（
４
３
０
９
）

３
１
６
７
、
�
０
６
（
４

３
０
９
）
３
８
０
４
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国
民
年
金
保
険
料
免
除

臨
時
特
例
措
置
を
実
施

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収

入
が
減
少
し
た
方
は
、
特

例
用
の
申
立
書
を
申
請
書

に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

収
入
が
減
少
し
た
後
の
見

込
み
所
得
額
で
免
除
申
請

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

原
則
、
郵
送
で
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
申

立
書
と
申
請
書
は
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
。
詳
し
く
は
、
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
い
た
だ

く
か
（
下
の
コ

ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）、

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

�申
�問
▽
〒
５７７
―

８
５
２
１

市
役
所
国
民
年
金
課

０

６
（
４
３
０
９
）
３
１
６

５
、
�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
０
５

▽
〒
５７７
―

８
５

５
４
永
和
１
―

１５
―

１４

東

大
阪
年
金
事
務
所

０
６

（
６
７
２
２
）６
０
０
１
、

�
０
６
（
６
７
２
５
）
０

８
３
８
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
受
取
り

予
約
枠
を

制
限
し
ま
す

当
面
の
間
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
）
の
受
取
り
予
約

枠
を
制
限
し
ま
す
。ま
た
、

受
取
り
を
急
い
で
い
な
い

場
合
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
収
束
ま

で
受
取
り
を
控
え
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
予
約
な
し

で
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
、
感
染
拡
大
防

止
の
対
策
措
置
を
行
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
手
続
き

に
要
す
る
時
間
が
通
常
よ

り
も
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。

入
場
制
限
を
行
う
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
理
解
と

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
現
在
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
か

ら
受
取
り
ま
で
は
、
２
か

月
半
か
ら
３
か
月
程
度
か

か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請

の
た
め
、
こ
れ
か
ら
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

を
す
る
方
は
、
特
別
定
額

給
付
金
の
申
請
期
限
（
受

付
開
始
か
ら
３
か
月
）
に

間
に
あ
わ
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
特
別
定

額
給
付
金
の
申
請
に
つ
い

て
は
、
郵
送
に
よ
る
方
法

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
窓
口
の
開
設
日
・
予

約
開
始
日
、
予
約
方
法
な

ど
、
詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く

か（
左
下
の
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
）、お

問
合
せ
く
だ
さ

い
。ま

た
、
交
付
前
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い

て
、
本
市
で
の
保
管
期
間

が
今
年
３
月
以
降
の
も
の

は
、
当
面
の
間
、
保
管
期

間
を
延
長
し
ま
す
。な
お
、

保
管
期
限
日
を
再
度
設
定

し
た
場
合
は
、
改
め
て
お

知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

�問
市
民
室

０
６
（
４

３
０
９
）３
１
６
３
、�
０

６（
４
３
０
９
）３
０
１
２
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歯
科
健
康
診
査

「
健
診
の
お
知
ら
せ
」

送
付
を
延
期

市
政
だ
よ
り
４
月
１
日

号
１１
面
に
掲
載
し
た
「
後

期
高
齢
者
医
療
歯
科
健
康

診
査
」
に
つ
い
て
、
４
月

下
旬
か
ら
５
月
上
旬
に
か

け
て
送
付
を
予
定
し
て
い

た
「
歯
科
健
診
の
お
知
ら

せ
」は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ
り
送
付

を
５
月
２２
日
�
に
延
期
し

ま
す
。詳
し
く
は
府
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付

課
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

�問
▽
府
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
給
付
課

０

６
（
４
７
９
０
）
２
０
３

１
、
�
０
６（
４
７
９
０
）

２
０
３
０

▽
医
療
保
険

室
保
険
管
理
課

０
６（
４

３
０
９
）３
０
５
１
、�
０

６（
４
３
０
９
）３
８
０
５

１０万円給付を装った

不審なメールや電話にご注意�

市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
世
界

各
国
に
広
が
る
中
、
命
を

守
る
最
前
線
で
感
染
症
患

者
の
治
療
に
あ
た
る
医
療

従
事
者
を
は
じ
め
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
闘
っ

て
い
る
全
て
の
人
に
、
感

謝
と
応
援
の
気
持
ち
を
込

め
て
拍
手
を
送
る「#

C
lap

for
C
arers

〜
東
大
阪
市

か
ら
感
謝
の
拍
手
を
」
を

始
め
ま
し
た
。
毎
週
月
曜

日
の
１２
時
か
ら
約
３０
秒

間
、
市
職
員
ら
が
そ
れ
ぞ

れ
の
職
場
で
実
施
し
て
い

ま
す
。

初
日
の
４
月
２０
日
に
は
、

市
役
所
本
庁
舎
１
階
に
野

田
市
長
や
市
職
員
ら
が
集

ま
り
、
野
田
市
長
の
「
ク

ラ
ッ
プ

フ
ォ
ー

ケ
ア
ラ

ー
ズ

東
大
阪
市
か
ら
感
謝

の
拍
手
を
」
と
の
か
け
声

に
よ
り
、
市
役
所
内
で
は

拍
手
が
響
き
渡
り
ま
し

た
。市

民
の
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、

こ
の
取
組
み
へ
の
参
加
を

お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
市
花
園
ラ
グ
ビ

ー
場
の
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
を
毎
週
月
曜
日
の
１９

時
３０
分
〜
２０
時
に
実
施
し

て
い
ま
す
。

こ
の
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
の
取
組
み
は
、
医
療

従
事
者
へ
の
感
謝
の
気
持

ち
を
示
す
た
め
建
物
を
青

色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
す
る

取
組
み
で
、
イ
ギ
リ
ス
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

現
在
、
世
界
各
地
に
広
が

っ
て
い
ま
す
。

初
日
は
市
役
所
本
庁
舎
１

階
多
目
的
広
場
で
も
行
い

ま
し
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
に
よ
り
マ
ス

ク
不
足
が
続
い
て
い
る
中
、

市
内
の
子
ど
も
た
ち
に
マ

ス
ク
を
届
け
よ
う
と
地
域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
枚
岡

警
察
署
署
員
が
子
ど
も
用

の
布
マ
ス
ク
を
作
製
し
、

４
月
２２
日
、
孔
舎
衙
こ
ど

も
園
に
寄
贈
し
ま
し
た
。

今
後
、
マ
ス
ク
は
枚
岡
警

察
署
管
内
の
幼
稚
園
や
保

育
園
な
ど
に
配
布
さ
れ
る

予
定
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
市
内
企
業

や
団
体
な
ど
か
ら
も
続
々

と
支
援
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
マ
ス
ク
に
つ
い
て

は
、
次
の
市
内
企
業
な
ど

か
ら
寄
贈
を
受
け
ま
し
た
。

▽
�
ア
カ
カ
ベ

▽
一

宮
運
輸
�

▽
�
五
一

▽
大
一
鋼
業
�

▽
天
瞳

�

▽
�
ハ
ッ
ク

た
く
さ
ん
の
支
援
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

寄
贈
さ
れ
た
マ
ス
ク
は
、

感
染
予
防
が
特
に
必
要
な

医
療
機
関
な
ど
に
配
布
し

て
い
ま
す
。

市民による飲食店応援プロジェクト

市
と
東
大
阪
ツ
ー
リ
ズ

ム
振
興
機
構
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
来
客
数
が
減
少

し
た
市
内
の
飲
食
店
を
応

援
す
る
た
め
、「
＃
東
大
阪

エ
ー
ル
飯
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。「＃

東
大
阪
エ
ー
ル
飯
」

は
、
市
内
の
飲
食
店
で
テ

イ
ク
ア
ウ
ト
商
品
を
購
入

ま
た
は
デ
リ
バ
リ
ー
メ
ニ

ュ
ー
を
注
文
し
、
購
入
者

が
撮
影
し
た
写
真
や
記
事

に「
＃
東
大
阪
エ
ー
ル
飯
」

の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
を
つ
け

て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
す
る
こ

と
で
、
飲
食
店
を
応
援
す

る
取
組
み
で
す
。

「
＃
東
大
阪
エ
ー
ル
飯
」

特
設
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、

ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
の
つ
い
た

情
報
を
集
約
・
掲
載
す
る

だ
け
で
な
く
、
テ
イ
ク
ア

ウ
ト
（
持
ち
帰
り
）
・
デ

リ
バ
リ
ー
（
出
前
）
が
で

き
る
飲
食
店
の
情
報
も
掲

載
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く

は
特
設
ウ

ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

掲
載
店
舗
を

募
集
�

市
内
の
飲
食
店
で
、
テ

イ
ク
ア
ウ
ト
や
デ
リ
バ
リ

ー
の
メ
ニ
ュ
ー
に
対
応
し

て
い
る
飲
食
店
は
、
ぜ
ひ

ご
登
録
く
だ
さ
い
。
登
録

は
特
設
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
で
き
ま
す
。

ま
た
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

や
デ
リ
バ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
て
い
な
い
飲
食

店
は
、
こ
の
機
会
に
開
発

し
て
い
た
だ
き
、
活
用
し

て
く
だ
さ
い
。

◇

◇

�問
▽
国
際
観
光
室

０

６
（
４
３
０
９
）
３
２
３

０
、
�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
４
６

▽
（
一
社
）

東
大
阪
ツ
ー
リ
ズ
ム
振
興

機
構

０
６（
４
３
０
９
）

８
０
８
３

活動方法

市民の皆さん 飲食店を支援しよう�

飲食店の皆さん
テイクアウトやデリバリーメニューを撮影し、「＃東大阪

エール飯」とハッシュタグをつけてお店の SNSに投稿して

PRしましょう。SNSを使用していない場合は、同機構の

SNSで投稿を行います。

����������������������������������������������������

マスクなどの送り付け

市内でも発生しています

医療従事者などに感謝の気持ちを
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令和２年度 詐
欺
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
便
乗
し
て
多
発
�

市
へ
マ
ス
ク
寄
贈

市
内
企
業
な
ど
か
ら

青
色
の
ラ
イ
ト
で
点
灯
さ

れ
た
市
花
園
ラ
グ
ビ
ー
場

�
あ
り
が
と
う
�

の
気
持
ち
届
け
�

「
＃
東
大
阪
エ
ー
ル
飯
」
を
つ
け
て

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
し
よ
う
�

特設ウェブサイト

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
枚
岡

警
察
署
署
員
か
ら
孔
舎
衙
こ

ど
も
園
へ
の
マ
ス
ク
の
寄
贈

式
（
４
月
２２
日
）

�
ア
カ
カ
ベ
か
ら
市
へ
マ
ス

ク
１
万
５
０
０
０
枚
が
寄
贈

さ
れ
ま
し
た
（
４
月
１７
日
）

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪 令和２年５月１５日令和２年５月１５日 （４）（５）

http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027183.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000016668.html
https://hta.deci.jp/food/takeout-gourmet/


その他のつづき

市民美術センター
施設利用申込みを受付

１２月１日�～来年４月４日�（特
別展などの期間を除く。月曜日は休

館）の施設の貸出受付を行います。

�対美術、書道、工芸、文学、茶花
道、手芸などの発表・展示会、茶会

の開催 �内第１～第３展示室、和
室、茶室、会議室 ※会議室のみの

利用は不可。 �申６月２日�～７日
�１０時～１７時に直接 ※抽選。申込

締切後に空き施設がある場合は、７

月１日�から再度受付（申込先着
順）。申込方法が変更になる可能性が

あります。詳しくはお問合せくださ

い。

�所�申�問市民美術センター ０７２（９６４）

１３１３、�０７２（９６４）１５９６

フットボール体験イベントおよび
ＦＣ大阪の公式戦の中止

花園ラグビー場第２グラウンドで

開催を予定していたフットボール体

験イベントおよびFC大阪の公式戦は

新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、一部の日程が中止となりまし

た。なお、８月以降の開催の詳細に

ついては、決まり次第お知らせします。

中止日 ６月１４日�・２８日�、７
月４日�・１２日�
�問�FC大阪 ０６（６２６４）２４１１ �
スポーツビジネス戦略課 ０６（４３０９）

３０１９、�０６（４３０９）３８４９

介護支援専門員
実務研修受講試験

試験日 １０月１１日�１０時～１２時
※会場は申込み後に受験票で通知。

�対医師、看護師、介護福祉士などの
試験対象の国家資格などに基づく業

務および相談援助業務のうち、施設

などにおいて必置とされている相談

援助業務に５年以上かつ９００日以上の

実務経験がある方 ※受験資格業務

は試験要領または府地域福祉推進財

団ウェブサイトをご覧ください。

�料１万３９３２円 �申申込書を６月２９日
�（消印有効）までに簡易書留で郵
送 ※試験要領や受験申込書は６月

１日�から市役所本庁舎９階高齢介
護課、福祉事務所で配布。

�申�問〒５４２-００１２大阪市中央区谷町
７―４-１５大阪府社会福祉会館２階 （一

財）大阪府地域福祉推進財団 ０６

（６７６３）８０４４、�０６（４３０４）２９４１
�問高齢介護課 ０６（４３０９）３１８５、

�０６（４３０９）３８１４

発行しています
録音版・点字版市政だより

録音版（カセットテープまたはデ

イジー）と点字版の市政だよりを発

行しています。

配布を希望する方は、お問合せく

ださい。

�問広報課 ０６（４３０９）３１０２、�０６
（４３０９）３８２１

光化学スモッグのシーズンです
発令のときはご注意を

市では、光化学スモッグの発令状

況を「のぼり」などでお知らせして

います。のぼりは、発令状況によっ

て次のとおり色分けし、市施設や学

校園などに立てます。

�予報	みどり色 �注意報	黄
色 �警報	だいだい色
また、発令状況は府ウェブサイト

やメール配信サービスでも確認でき

ます。

【予報・注意報の発令時は】
屋外での激しい運動や水泳などは

避け、屋内へ入りましょう。また、

光化学スモッグの原因となる排出ガ

スを削減するため、自動車の使用は

避けてください。

【被害に遭ったときは】
目やのどに刺激を感じたら、水道

水で洗って屋内で安静にし、症状が

重いときは、すぐに専門医の診察を

受けてください。なお、光化学スモ

ッグによる被害に遭ったと思われる

場合はご連絡ください。

◇ ◇

�問�公害対策課 ０６（４３０９）３２０３、

�０６（４３０９）３８２９ �地域健康企画課
０７２（９６０）３８０１、�０７２（９６０）３８０６

コンビニ交付が一時停止

マイナンバーカード（個人番号カ

ード）を利用して、全国のコンビニ

エンスストアなどに設置しているマ

ルチコピー機で各種証明書（住民票

の写しなど）が取得できるコンビニ

交付サービスを次の期間、メンテナ

ンス作業のため一時停止します。停

止期間中は、セブン-イレブン、ロー

ソン、ファミリーマート、ミニスト

ップ、イオンリテールなどのいずれ

の店舗でも各種証明書を取得するこ

とができません。ご理解のほどよろ

しくお願いします。 停止期間 ５

月３０日�２３時～６月１日�６時３０分
�問市民室 ０６（４３０９）３１６３、�０６
（４３０９）３０１２

高齢者の入浴事業

市内全ての公衆浴場で高齢者や幼

児との入浴を、毎月１回割引料金で

楽しめます。 �対�料�市内在住の６５
歳以上の方	２３０円 �６５歳以上の方
と就学前幼児（１組）	２６０円 ※公

衆浴場で健康保険証または介護保険

証で年齢を確認したうえ入浴券を交

布。

�問高齢介護課 ０６（４３０９）３１８５、

�０６（４３０９）３８１４

都市計画案の縦覧・意見書
を受付

府と市では、次の都市計画案につ

いて縦覧を行います。 �時５月１８日
�～６月１日�９時～１７時３０分（土
・日曜日を除く。府計画推進課は１８

時まで） �所府庁別館３階都市計画
室計画推進課、市都市計画室 �内東
部大阪都市計画区域の整備、開発お

よび保全の方針の変更

【意見書の提出】
上記の案件について意見のある方

は、意見書（様式不問）を縦覧期間

中にご提出ください。 �申６月１日
�（必着）までに郵送または直接

◇ ◇

�申�問〒５４０-８５７０府計画推進課 ０６

（６９４４）６７７６

�問都市計画室 ０６（４３０９）３２１１、

�０６（４３０９）３８３１
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●記号の見方
�時とき �所ところ �対対象 �定
定員・定数 �内内容 �料料金（表
示のないものは無料） �持持ち物
�申申込方法・申込み先など �問
問合せ先 �Ｅメールアドレス
●申込みの基本事項
�行事名または教室名
�住所（郵便番号も）
�氏名（ふりがなも）
�年齢
�電話・ファクス番号

以上をそれぞれの申込み先へ
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市役所本庁舎に設置している蛍

光管、乾電池、小型充電式電池、

古紙類、小型家電のリサイクルボ

ックスを１階授乳室横に移動しま

した。また、市役所本庁舎と市民

プラザに設置しているリサイクル

ボックスを一部新しくしました。

この機会に資源の有効活用に協

力をお願いします。

設置場所 市役所本庁舎１階授

乳室横、市民プラザ受付前

対象品目 蛍光管（割れたもの、

白熱灯電球を除く）、乾電池（ボタ

ン電池を除く）、小型充電式電池

（ニカド・ニッケル水素・リチウ

ムイオン電池のみ）、古紙類（新聞、

雑誌、雑がみ、ダンボール）、小型

家電（対象品目に限る）

※一度に大量の持込みをする場

合は、事前に設置施設へご相談く

ださい。

�問循環社会推進課 ０６（４３０９）

３１９９、�０６（４３０９）３８２９

市施設のリサイクルボックス

新しくなりました
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事例１ SNSで「芸能人も愛用

している筋肉増強サプリメントが、

初回お試し価格５００円で購入でき

る」という広告が出ていた。１回だ

けのつもりで購入したが、２回目の

商品が届き、中に５９００円の請求書が

入っていた。業者に連絡すると、「４

回の定期購入が条件なので解約で

きない。購入条件はウェブサイトに

書いてある」と言う。ウェブサイト

を見直すと確かに書かれていたが、

契約のときには気づかなかった。

事例２ 化粧品の定期購入をイ

ンターネット通販で注文したが、

肌にあわず解約を申し出た。ウェ

ブサイトには「いつでも解約でき

る」と記載されていたので電話し

ているが、全くつながらない。

解説 事例のようにサプリメン

トや化粧品などの定期購入の相談

が後を絶ちません。インターネッ

ト通販では、クーリング・オフ（無

条件解約）は適用されません。返

品などの条件が記載されていれば、

それに従うことになります。また、

解約はできても高額な解約金を請

求されたり、電話がつながりにく

かったりする場合もあります。

「無料」「安い」という言葉だけ

で判断せず、契約条件をよく確認

してください。特にスマートフォ

ンなどは画面が小さく、記載内容

が読みづらいため注意が必要です。

商品を購入するウェブサイトの「特

定商取引法の表記」に業者の連絡

先や購入・返品・解約の条件など

が書かれていますので、ページの

下の方までよく確認しましょう。

また購入した商品が体にあわな

かった場合は、直ちに使用をやめ、

場合によっては商品を持参し医師

の診察を受けましょう。

�問消費生活センター ０７２（９６５）

０１０２、�０７２（９６２）９３８５

～緊急度レベル★★★★★

お試しのつもりが定期購入だった�
契約条件を必ず確認しましょう

市
役
所
本
庁
舎
１
階
授
乳
室
横

東 大 阪 市 政 だ よ り （６）令和２年５月１５日
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会計年度任用職員
保育士・保育教諭（日中・朝夕）

保育所や子育て支援センター、幼

保連携型認定こども園における保育

業務です。 �対保育士の資格がある方
選考日 随時 選考方法 口述試験

任用期間 任用開始日～来年３月３１

日（更新の可能性あり） �申申込書
を６月３０日�（必着）までに郵送ま
たは直接 ※郵送の場合は、返信用

封筒（８４円切手貼付）を同封。申込

書は市ウェブサイトからダウンロー

ド可。詳しくはお問合せください。

�申�問〒５７７-８５２１市役所保育課 ０６

（４３０９）３１９６、�０６（４３０９）３８１７

会計年度任用職員
スクールヘルパー登録者

市立小・中学校で障害のある子ど

もを支援するスクールヘルパーの新

規登録者を募集します。 �定１０人
選考日 ５月２４日� 選考方法 作

文、面接 勤務時間 月曜日～金曜

日８時３０分～１５時２５分 �申応募用紙
を５月１８日�（消印有効）までに郵
送または直接 ※申込書や募集要項

は市ウェブサイトからダウンロード

可。勤務条件など詳しくはお問合せ

ください。

�申�問〒５７７-８５２１市役所学校教育推
進室 ０６（４３０９）３２６９、�０６（４３０９）
３８３８

会計年度任用職員
市立学校園ケアアシスタント

吸引、経

管栄養、導

尿、酸素吸

入など医療

的ケアが必

要な子ども

を支援する

ケアアシス

タント（医

療介助員）

を募集します。 �対看護師または准
看護師の資格がある方 �定１人 勤
務時間 月曜日～金曜日８時３０分～

１５時１５分 勤務地 市立学校園 勤
務条件 各種社会保険完備など ※

令和３年度から勤務できる方も募集

しています。選考日や申込方法など

詳しくはお問合せください。

�申�問学校教育推進室 ０６（４３０９）

３２６９、�０６（４３０９）３８３８

夏季
市民グラウンド・ゴルフ大会

�時７月２日� ※雨天時は４日�
に順延。 �所吉田春日グラウンド
�対市グラウンド・ゴルフ協会登録者
以外の市内在住・在勤（いずれか）

の方 �定６０人（申込先着順） �料３００
円 �申５月２９日�１０時～１１時に市文
化創造館に直接

�問	市グラウンド・ゴルフ協会「金
光」０７２（９８７）１８３４ 	市民スポー
ツ支援課 ０６（４３０９）３２８２、�０６
（４３０９）３８４９

令和３年度に使用する教科書展示会

�時５月２５日�～７月１日
９時～
１７時（土・日曜日は休館） �所教育セン
ター ※新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、入室人数を制限する場

合あり。マスクの着用にも協力をお願

いします。 �対市内在住の方 ※なお、

現在閉館中の花園図書館においても、

開館されましたら展示します（７月１

日
まで�９時～２１時�。火曜日は休館）
�問学校教育推進室 ０６（４３０９）３２６８、

�０６（４３０９）３８３８

特定生産緑地
指定申請を

受け付けています

２月・３月に予定していた特定生

産緑地制度の説明会は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点から中

止になりました。

今後の説明会の開催などについて

は未定ですが、特定生産緑地の指定

申請は、次のとおり受け付けていま

す。詳しくは、１月に送付した説明

会案内に同封の制度概要をご確認く

ださい。

また、制度内容や申請手続きなど

について不明な点があれば、お問合

せください。

【指定申請の受付期間】
	指定年度が平成４年来年１２月

２１日�まで 	指定年度が平成５年
令和５年３月３１日�まで

◇ ◇

�申�問都市計画室 ０６（４３０９）３２１１、

�０６（４３０９）３８３１

市民チャレンジ登山大会
中止します

５月２４日�に開催を予定していた
市民チャレンジ登山大会は、新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止のため

中止します。

�問市民スポーツ支援課 ０６（４３０９）

３２８２、�０６（４３０９）３８４９

５月２３日�９時～１２時に市役所本
庁舎２階・３階の一部窓口業務を開

設します。

手続きの際には、運転免許証やパ

スポート、健康保険証など本人確認

ができる書類をお持ちください。ま

た、住所の変更や戸籍の届出により

氏名が変更になる場合は、マイナン

バーカード（個人番号カード）やマ

イナンバー通知カードの記載変更手

続きが必要となりますので当該カー

ドを持参してください。

他市町村や警察署への確認などが

必要な場合は、取扱いができないこ

とや手続きが完了しないことがあり

ますので、詳しくは担当課へ事前に

お問合せください。

【住民関係】
戸籍届、住民異動届、印鑑登録な

どの届出や住民票、印鑑証明などの

各種証明書交付など

�問市民課 ０６（４３０９）３１７２、�０６
（４３０９）３８０４

【国民健康保険・後期高齢者医療
保険関係】
加入・脱退・変更の申請や各種療

養費の給付申請、保険料の納付・相

談など

�問	医療保険室資格給付課 ０６

（４３０９）３１６７、�０６（４３０９）３８０４
	医療保険室保険料課 ０６（４３０９）

３１６８、�０６（４３０９）３８０７
【医療助成関係】
子どもや重度障害者などの医療費

助成にかかる医療証の申請、医療費

の払戻しの申請など

�問医療助成課 ０６（４３０９）３１６６、

�０６（４３０９）３８０５
【児童手当などの関係】
児童手当や児童扶養手当などの申

請

�問国民年金課 ０６（４３０９）３１６５、

�０６（４３０９）３８０５
【市税関係】
市税の各種証明書発行や納付・相

談・申告受付・申請受付・閲覧・届

出、原動機付自転車および小型特殊

自動車の登録・廃車

�問	税制課 ０６（４３０９）３１３１、�
０６（４３０９）３８１０ 	市民税課 ０６（４３０９）

３１３５、�０６（４３０９）３８０９ 	固定資
産税課 ０６（４３０９）３１４３～３１４４、�
０６（４３０９）３８１１ 	納税課 ０６（４３０９）

３１４７～３１５２、�０６（４３０９）３８０８
◇ ◇

�問政策調整室 ０６（４３０９）３０１６、

�０６（４３０９）３８４７

いずれも納期限は６月１日�で
す。

【固定資産税・都市計画税第１
期分】
納期限までに市税取扱金融機関

や郵便局またはコンビニエンスス

トア（バーコードが印字されてい

る納付書に限る）で納めてくださ

い。口座振替を利用している方は、

残高確認をお願いします。残高不

足などで引落しができなかった場

合、後日納付書（督促状）を送付

します。この場合延滞金がかかる

ことがありますので、残高には充

分ご注意ください。

固定資産税は、１月１日現在、

土地または家屋もしくは事業用の

償却資産を所有している人にかか

る税です。土地や家屋を売買した

場合は、契約内容などをよくご確

認ください。

【軽自動車税】
納期限までに市税取扱金融機関

や郵便局またはコンビニエンスス

トアで納めてください。軽自動車

税は、４月１日現在の所有者に、

その年度分が課税されます。４月１

日を過ぎてから廃車手続きをした

場合、その年度分は課税されます

ので、ご注意ください。なお、４

月２日以降に登録手続きをした場

合、その年度分は課税されません。

◇ ◇

�問	固定資産税・都市計画税の
課税固定資産税課 ０６（４３０９）

３１４１～３１４４、�０６（４３０９）３８１１
	軽自動車税の課税税制課 ０６

（４３０９）３１３４、�０６（４３０９）３８１０
	納付相談納税課 ０６（４３０９）

３１４８、�０６（４３０９）３８０８
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納期限
６／１

固定資産税・都市計画税、
軽自動車税

市市役役所所本本庁庁舎舎のの一一部部窓窓口口業業務務

５５月月２２３３日日��９９時時～～１１２２時時にに開開設設

熱中症に
気をつけよう

蒸し暑い日は

ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪（７） 令和２年５月１５日



電話での相談にご協力ください
国保・後期高齢保険料納付相談
未納分は至急納付を

平成３１年度以前分の保険料をまだ

納めていない方は、速やかに医療保

険室保険料課または行政サービスセ

ンターで納めてください。特別な理

由もなく滞納が続くと、滞納してい

る方の財産（預貯金、給与、不動産

など）に対して差押えなどの滞納処

分を行うこととなります。特別な事

情により納付が困難な場合は、必ず

ご相談ください。相談の際には、収

入・支出など生活状況をお聞きしま

す。

医療保険室保険料課では、月曜日

～金曜日９時～１７時３０分（祝休日を

除く）に納付相談を行っています。

行政サービスセンターで納付相談は

できません。月曜日～金曜日の相談

が困難な方は、休日納付相談をご利

用ください。

なお、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため、電話での相談に

協力をお願いします。

【休日納付相談】
�時５月２３日�９時～１２時 �所市役

所本庁舎２階医療保険室保険料課

◇ ◇

�問医療保険室保険料課 ０６（４３０９）

３１６８、�０６（４３０９）３８０７

ご利用ください
人権相談

【特設人権相談】
人権擁護委員が相談に応じます。

�時６月１日�１４時～１６時 �所市社会
福祉協議会

�問市社会福祉協議会内人権擁護委
員会 ０６（６７８９）７２０１、�０６（６７８９）
２９２４

【常設人権相談】
人権擁護委員（火・水・木）と法

務局職員（月・金）が相談に応じま

す。 �時月曜日～金曜日９時～１６時
（祝休日、年末年始を除く）

�所�問大阪法務局東大阪支局 ０６

（６７８２）５５６３

◇ ◇

�問人権啓発課 ０６（４３０９）３１５６、

�０６（４３０９）３８２３

農業体験プログラム
THE米

田植えや収穫、調理、販売を通し

て、農業を体験します。 �時６月２１
日�～１２月中旬（計４日間程度）
�所市内農地など �対市内在住の小学
生以下の子どもとその保護者 �定１５
組（抽選） ※最大５０人。 �料１組
１５００円（５�の白米付き） �持着替
え、手袋、タオル、帽子、飲み物

�申基本事項（６面に掲載）と参加者
全員の氏名・年齢、保護者の携帯電

話番号を６月１２日�（消印有効）ま
でに往復ハガキで

�申�問〒５７７―８５２１市役所農政課 ０６

（４３０９）３１８０、�０６（４３０９）３８３５

八戸の里老人センター
趣味クラブ

活動期間は７月から来年３月まで

です。

�対市内在住の６０歳以上の方（７月
１日現在） �内詩吟、民謡、書道、社交
ダンス、茶道、俳句、切り絵、華道、手芸、

カラオケ、大正琴、水墨画、リズムダ

ンス、謡曲、オカリナ、歌体操など

�申６月１日�～１１日�１０時～１５時に
年齢・住所が確認できるものを本人

が直接

�所�申�問八戸の里老人センター ０６

（６７２４）６２２０、�０６（６７２４）６７３８

ひとり親家庭のための就労支援
登録販売者試験対策講座

�時６月２７日～８月８日の土曜日１０
時～１６時（計７日間） �所府立母子
・父子福祉センター ※６月１５日に

移転。所在地は後日発表予定。 �対
全日程受講できる市内在住のひとり

親家庭の母・父、寡婦で求職中また

はスキルアップをめざす方 �定２０人
（抽選） �料６０００円 ※２歳以上の

就学前幼児の保育あり。 �申基本事
項（６面に掲載）と職業、受講動機、

以前受講した方は講座名、保育の要

否を５月２７日	（消印有効）までに
往復ハガキで

�申�問〒５４０―００１２大阪市中央区谷町
５―４―１３ 大阪府谷町福祉センター内

大阪府母子家庭等就業・自立支援セ

ンター ０６（６７６２）９４９８、�０６（６７６２）
３７９６

�問子ども家庭課 ０６（４３０９）３１９４、

�０６（４３０９）３８１７

0120(279)889
※２４時間受付。

（内閣府）
支援体制を強化！

プラス

DV相談＋

専用ダイヤル

06 (4309) 3191
※月曜日～金曜日９時～１２時・１２時４５分～１７時
（祝休日、１２月２９日～翌年１月３日を除く）。

専門相談員が
応じます

配偶者からの暴力（DV）に悩む方へ まずはお電話を

ＳＮＳ・メ
ール相談は
右のコード
から（１０か
国語対応）

毎年この時期は連休中に片付け

をする方が増え、燃えない小物（不

燃の小物）の収集日にごみ収集車

や都市清掃施設組合（水走焼却工

場）において火災の発生件数が多

くなります。

原因は、可燃性ガスが残ったス

プレー缶や電動自転車のバッテリ

ーと考えられています。

スプレー缶・カセットボンベ（カ

ートリッジボンベ）は、使い切っ

てから「かん・びん」の収集日に

出してください。中身が空かどう

かは、缶を振ってみて音が鳴るか

どうかなどで確認できます。使い

切れなかった場合は、火気のない

風通しの良い屋外で、ガス抜きキ

ャップなどを利用して空にしてく

ださい。

また、電動自転車のバッテリー

は（一社）JBRCのリサイクルボ

ックスや自転車販売店で無料で回

収してもらえます。

なお、ごみの出し方がわからな

い場合は「保存版 ごみの分け方・

出し方」を確認のうえ、適切に出

しましょう。

【ごみ分別促進アプリの活用を】
ごみ分別を促進するスマートフ

ォン用アプリを配信しています。

ごみの分別方法を手軽に検索した

り、収集日を通知するように設定

したりできます。 ダウンロード
方法 スマートフォンの各ストア

から「さんあ～る」で検索してダ

ウンロードしてください（下のコ

ードからアクセス可）。 ※通信料

は利用者負担。

App
Store

Google
Play

◇ ◇

�問環境事業課 ０６（４３０９）３２００、

�０６（４３０９）３８２９
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スプレー缶・カセットボンベは
使い切ってから

ごみ出しはきちんと�

不
燃
の
小
物
の
収
集
時
に

炎
を
上
げ
る
ご
み
収
集
車

自分にあった
情報が届く !

いろいろなマチの
魅力をお届け !

役立つ行政情報を
見逃さない !

※アプリの使用は無料ですが、通信費はかかります。

※広告が表示されますが、東大阪市とは何ら関係ありません。

問合せ先：広報課　06（4309）3102、FAX06（4309）3821

東大阪市政だよりがいつでも読める！

東 大 阪 市 政 だ よ り （８）令和２年５月１５日

古紙配合率７０％再生紙を使用しています

https://soudanplus.jp/?utm_source=web&utm_medium=qr

